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１．はじめに	 

（１）背景と目的	 

	 現在，日本各地で継承されてきた地域の文化や自然を「遺産」

として，保存・活用する動きがみられる。世界遺産や無形文化遺

産は,学術的あるいは国際的な評価に基づき,文化や自然を遺す取

組みである。その一方で,地方自治体では，各自治体が設定した評

価基準によって独自に文化や自然を遺産として遺そうとする動き

がある1）。日本では,文化や自然を主に文化財保護法や条例などの

法制度体系に基づいた，指定等文化財（以下，文化財）として保

護してきた。近年では，歴史文化基本構想の提唱（2007）や歴史
的風致の維持向上に関する法律（歴史まちづくり法）の制定(2008)，
あるいは日本遺産事業2）の開始（2013）など，文化財を保存する
だけではなく，その活用も図ることで継承していこうとする傾向

にある。そこでは,文化財同士を関連づけるストーリーづくりやま

ちづくりにおいての地域性も求められ3）,その発見や保存・活用の

ための独自の取り組みにも注目が集まっている。	 

このような地方自治体における独自の取り組みに注目した研究

として，田井は，歴史文化基本構想の効果と課題を比較分析する

なかで，各自治体の未指定文化財や文化財の周辺環境へも眼を向

けた独自の取り組みの必要性を指摘している4)が，具体的な制度に

ついては言及していない。具体的な計画や制度に注目した研究と

しては，福岡県太宰府市の取り組みを対象とした研究5)があるが，

一つの自治体の事例に限定されている。上記研究対象となった太

宰府市のように,独自の取り組みは各地で行なわれているが，全国

的な比較による制度的特徴や成果の把握はなされていない。先駆

的な取り組みを比較し，その共通要素の把握と独自性を客観的に

検証する研究が，今後自治体が制度導入を検討する際の参照とし

て求められる。	 

本研究では，近年いくつかの地方自治体において取り組まれて

いる「地域が遺すべきと判断したもの」（以下，地域遺産）の継

承のための独自の制度6）を「地域遺産制度」とし，地域遺産制度

に取り組んでいる複数の基礎自治体を対象に，地域の独自性とい

う観点から地域遺産制度の特性とその成果を把握し，地域遺産制

度のありかたを考察する。	 

（２）対象と方法	 

	 地域遺産制度における地域の独自性を把握するためには，そも

そも対象となる文化や自然が地域性を有している必要があるため，

一定の圏域の制限が必要である。よって，対象とする地方自治体

の規模を基礎自治体とした。基礎自治体の取り組みのうち，「一

過性の事業ではなく，制度として永続性を担保するために，条例・

要綱で規定されていること」「制度の名称に,遺すことを意識して

いるとうかがえる，遺産という語を含むこと」の2条件から，8自
治体の地域遺産制度を対象とした7）。	 

まず，上記8件を対象に，地域遺産制度の共通点と相違点を明ら
かにするため，条例・要綱，各種計画，議事録，報告書等による

文献調査および担当部局へのアンケートから，運営，制度の内容，

実績を把握した。運営は，制度が基づいている条例・要綱と計画，

担当部局から把握した。内容は，遺産の分類，募集方法，認定組

織の構成，保存・活用への支援から把握した。実績は，地域遺産

の認定回数と認定件数，文化財との重複から把握した。	 

上記調査結果から,担当部局と地域遺産制度を含む景観計画お

よび保存・活用支援において，地域遺産制度の実態で示すような

特徴的な取組みがみられた。よって，より具体の内容と成果およ

びその要因を明らかにするため，住民参加（募集方法と保存・活

用への取り組み方法），共通項目による認定された遺産の種類比

較，地域遺産制度の関連計画における位置づけを，景観計画等の

文献調査と担当部局へのヒアリングから把握した。	 

	 最後に，地域遺産制度の実態と成果の関係に着目し，地域遺産

制度の今後のありかたについて考察を行なった。	 

	 

２．地域遺産制度の実態	 

8件の地域遺産制度の運営と内容は表－1のとおりである。	 

「地域遺産制度」の実態と成果	 
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（１）運営	 

	 地域遺産制度の根拠となる条例・要綱は，半数の4件が景観条例
に基づいており，4件は地域遺産独自の条例・要綱に基づいていた。
各種計画との関係をみると，5件が景観計画に基づいていた。その
うち，認定太宰府市民遺産は，文化財保存活用計画（2005年策定，
市民遺産により特化した市民遺産活用推進計画を2011年に策定）
と共に，景観計画にも記載されている。担当部局は，菊池遺産の

み地域振興部局であり，文化財部局が4件，都市政策部局が3件と，
文化財部局と都市政策部局に大別できる。条例・要綱，計画，担

当部局の傾向から，地域遺産制度は景観政策と結びつきが強い傾

向がうかがえる。そのなかで，遠野遺産認定制度および認定太宰

府市民遺産は，景観計画に基づいているものの，実際の運営は文

化財部局が行なっているという違いがみられる。	 

（２）内容	 

１）遺産の分類	 

6件の地域遺産制度が遺産の分類を規定していた。龍ケ崎市民遺
産が文化財と同じ分類を採用しているように，有形・無形・自然

を中心とした，文化財保護制度や世界遺産の分類を規範とした分

類が多くみられた。その一方で，菊池遺産の「産業遺産」，下田

まち遺産の「人の暮らし」,大垣市景観遺産の「近代遺産」など，

文化財保護制度の分類に依らない独自の分類もみられる。	 

２）募集方法	 

	 8件全てで住民が地域遺産候補案件を応募できる仕組みになっ
ている。住民へのアンケートを行なった風景市民遺産（多治見市）

を除いた7件は，住民からの公募・推薦を行っている。さらに，推
薦資格を団体に限定しているものが3件，個人および団体としてい
るもの3件，個人に限定しているものが1件となっており，団体か
らの公募・推薦による募集を行なう傾向にある。特に，認定太宰

府市民遺産では，推薦時の景観・市民遺産育成団体の登録を条件

としている。また，下田まち遺産と大垣市景観遺産では，応募用

紙に記入するという方法を採っており，個人の応募が容易である。

住民が応募できる点は，従来の文化財保護制度における，主に行

政側から指定等の作業が進められるという手順と大きく異なって

おり，地域遺産制度の特徴と考えられる。	 

３）認定組織の構成	 

	 応募された地域遺産候補案件は，どの制度でも認定組織が認定

するかどうかを判断する。認定組織の構成員をみると，住民の代

表者が8件全てで構成員となっていた。また，商工会/観光協会関
係者も半数で構成員となっており，住民の意見を尊重した認定が

行なわれていることがうかがえる。しかし，住民の代表者もしく

は住民代表者と商工会/観光協会関係者だけで構成された認定組

織は，菊池遺産と下田まち遺産だけであった。研究者が５件，行

政担当者が4件の地域遺産制度で構成員となっており，また，教育
関係者を含むものも4件あった。このように，住民以外の関係者を
構成員としている地域遺産制度では，住民の意見を尊重しながら

も，行政内や外部からの意見も取り入れることで，一定の客観性

を担保していると考えられる。	 

４）保存・活用への支援	 

	 8件中7件において，住民が地域遺産認定後に認定遺産の保存・
活用するための活動を実施する場合，その活動への補助金制度が

設定されていた。しかし，推薦時に推薦団体（もしくは個人）か

ら認定後の保存・活用計画の提出を求めている地域遺産制度は4件
であった。保存・活用の助言を行なうアドバイザーの設置は3件（認

定太宰府市民遺産は制度上設置できるが2016年現在設置されてい
ない）のみであった。	 

	 また，行政出先機関の地域遺産制度への関与は3件と少なく，推

薦および保存・活用の相談の受け付けは，遠野遺産認定制度と菊

池遺産のみで行なわれていた。	 

（３）実績（表ー2）	 

１）認定回数と地域遺産件数	 

	 風景市民遺産（多治見市）では，2005年に1件を指定して以降,
指定が行なわれていない。2015年に始まり，認定回数が1回だけ
の龍ケ崎市民遺産としまだ市民遺産を除く5件では，継続的に1回/
年認定を行なっている。遠野遺産認定制度と下田まち遺産の地域

遺産件数は，それぞれの文化財件数を上回っている。	 

２）地域遺産と文化財の重複	 

	 6件（大垣市景観遺産は国指定除外）が文化財との重複を制度上
可能としており，現状では認定太宰府市民遺産を除く5件で文化財

表－1	 地域遺産制度の運営と内容	 
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との重複がみられた。遺産件数１件のみの風景市民遺産（多治見

市）以外の4件の割合に注目すると,最も重複がみられた大垣市景
観遺産が3割程度（70件中24件）であり,他の3件はどれも2割程度
にとどまっている。	 

（４）運営及び内容と実績の関係	 

	 地域遺産制度の運営と内容の関係をみると，担当部局によって

制度内容に違いがみられた。文化財部局が担当する場合，認定組

織に教育関係者が委員となる傾向にある。また，文化財部局が担

当する場合のみ，推薦時に認定後の保存・活用計画提出が求めら

れており，担当部局によって保存・活用の実現性に対する考えか

たが異なることがうかがえる。一方，規定される地域遺産の分類

は，文化財部局の担当の場合，文化財保護制度や世界遺産の分類

に似る傾向にあり，それ以外の部局の担当において独自性がみら

れた。	 

	 制度内容と実績の関係をみると，最も遺産件数の多い下田まち

遺産は，応募手順が簡便であるため遺産件数が多いと考えられる

が，認定組織は住民の代表者のみで構成されており，地域性が一

部の住民の評価に偏る可能性がある。一方，二番目に遺産件数の

多い遠野遺産認定制度では，推薦時に認定後の保存・活用計画の

提出が求められるなど，応募手順が比較的複雑であるにもかかわ

らず，住民への支援を行なう行政の出先機関が制度上設けられて

いることが実績に結びついていると考えられる。	 

	 

３．地域遺産制度の成果と要因	 

	 前章から，過半数の自治体において，地域遺産制度が景観計画

で取り扱われている傾向をふまえ，景観計画に基づいており，研

究者を認定委員とし，アドバイザー制度や行政出先機関が地域遺

産制度に関わりを持つなど，地域遺産制度において保存・活用の

実現性を高めようとしており，地域遺産件数の多い遠野遺産認定

制度および大垣市景観遺産と，景観計画の根拠法となる景観法制

定以前から取り組んでおり，独自性があると考えられる風景市民

遺産（多治見市）の計３件対象に，成果と要因を把握した。	 

（１）住民参加	 

	 遠野市では，まず遠野市文化研究センター文化課が，遠野市内

各地区で出先機関となっている各地区センター8）へ募集を伝達す

る。地区センターは住民団体へ遠野遺産候補となる地域の文化や

自然の発見をよびかける。住民団体は，団体内の合意や所有者の

同意を得た上で，推薦理由ならびに認定後の保存・活用計画を記

載した推薦書を作成し，地区センターを経由して文化課へ提出す

る。認定後は，みんなで築くふるさと遠野推進事業によって，保

存・活用活動への支援策が設定されている。遠野遺産を推薦した

団体の種類は，各自治会・自治振興会が46団体66件と最も多く，
次いで地域づくり連絡協議会9）が7団体59件となっている。みんな
で築くふるさと遠野推進事業は，平成19年度から26年度まで44団
体が，77回，56件の遠野遺産を対象にした活動が同事業の支援に
よって実現している。この事業の利用も自治会・自治振興会が32
団体48件と最も多い。56件中17件の遠野遺産では，複数回の利用
が行なわれており，継続的な取り組みがうかがえる。また，遠野

遺産認定制度を担当している文化課の職員が保存・活用について

アドバイスを行なっている。	 

大垣市では，市内各所に置かれた応募用紙への記入の他に，ウ

ェブサイト上の応募フォームやメールでの募集も受け付けている。

応募の理由や応募者の情報（氏名など）を記入すれば，個人・団

体関係なく応募できる。応募時に求められる内容は,「名称」「所

在地」「景観遺産の場所や概要がわかるもの」「応募の理由」で

あり,保存・活用について記述する項目はない。大垣市では,積極

的に景観形成を進める市民団体を「景観形成市民団体」に認定し

ている。現在3団体が認定され,大垣市景観遺産の活用に取り組ん
でいる。その活動は市より助成を受けているが,これは景観政策の

一環としての景観形成市民団体への支援であり，大垣市景観遺産

の保存・活用に特化してはいない。	 

多治見市は，2003年に無作為抽出による多治見市民2,000人に対
して行なったアンケートから得られた「美しい風景として将来に

わたり残していきたいと思われるもの」および「多治見の風景」

の回答と，2002年に市内の小学6年生（1,115人）と保護者（981
人）に対して行なったアンケートから得られた「今の多治見」と

いう設問の回答をふまえ，8件の風景市民遺産候補を決めた10）。

そのうち，住民の意見が最も集まった永保寺（風景市民遺産にお

いては永保寺境内地）が風景市民遺産になったが,その後の指定は

行なわれていない。現在，保存・活用は，所有者と行政とのやり

取りによってのみ行なわれており，住民は関与していない。	 	 

（２）認定された地域遺産の種類	 

	 ３件の地域遺産制度では,それぞれ地域遺産の分類が異なって

いる。比較によって地域遺産の種類における地域の独自性を把握

するために共通の分類項目11）を設け，かつ,文化財指定の傾向との

差異を把握するため,自治体内の文化財と併せて分類・比較した

（図－1）。遠野遺産と大垣市景観遺産では建造物等が最も多く，
特に大垣市景観遺産では，過半数を占めている。文化財と比べて，

遠野市では自然や無形が，大垣市では史跡が最も多く，建造物等

は比較的少ないため，地域遺産制度においては文化財とは異なる

性格のものが認定されているといえる。また，遠野遺産では史跡・

自然・無形がほぼ同数多くあるという傾向もみられる。	 

（３）地域遺産の関係計画における位置づけ	 

	 遠野遺産は，遠野市景観計画の景観形成ガイドラインにおいて

図－１	 ３地域の地域遺産件数と文化財件数	 

表－２	 各地域遺産制度の認定の現状ならびに文化財との重複	 
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景観要素として位置づけられ，「景観形成ガイドラインに必要な

指針若しくは基準を順次設けるものとし，当市の景観政策の醸成

に資する基本施策」12）とされている。2016年現在，遠野市景観計
画では，景観重要建造物・樹木と遠野遺産との関連はみられない。

また，市民の参画を得ることを計画内で目標としているものの，

遠野遺産との関係については示されていない。補助金制度は，み

んなで築くふるさと遠野推進事業補助金交付要綱に基づく,みん

なで築くふるさと遠野推進事業に組み込まれている。要綱では，

「住民団体の地域づくりを目的に行う事業の経費に対して補助金

を交付するもの」13）としており，住民団体による地域づくり活動

の一環として遠野遺産の保存・活用を支援するという扱いになっ

ており,遠野遺産に特化したものではない。	 

大垣市景観遺産は，景観計画に明記された地域別指定方針によ

り景観計画区域が区分され，景観遺産を「景観まちづくりの核と

しての積極的な活用を促進」14）するとしている。また，特に積極

的な保全が求められる大垣市景観遺産は，大垣市景観遺産審議会

の意見を聞いたうえで景観重要建造物・樹木に指定される。大垣

市景観遺産に特化した助成金制度はなく，景観重要建造物・樹木

となった大垣市景観遺産，もしくは景観形成市民団体が大垣市景

観遺産の保存・活用を行なう場合に助成される。大垣市景観遺産

は，あくまでも景観法の枠組みの中で規定されているといえる。	 

多治見市の風景づくり計画では，風景づくり重点区域において，

かつて実施された風景市民遺産を選出するにあたって得られたア

ンケート結果の影響もみられる。しかし，風景市民遺産と景観重

要建造物・樹木やその他の取り組みとの関連はみられなかった15）。

風景市民遺産は，所有者等に「風景市民遺産の保存等に係る工事

費」もしくは「斜面緑地の保全に係る経費」に対して助成が行わ

れる16）。唯一の風景市民遺産である永保寺境内地には，指定され

た平成17年度から平成23年度にかけて補助金が交付されていた。	 
（４）各地域遺産制度の成果と要因	 

	 遠野遺産認定制度は景観計画で取り扱われているが，認定され

た遠野遺産は景観重要建造物・樹木などとの関連はなく，遠野市

の景観を形成する要素として扱われるにとどまっており,他の制

度から独立して扱われているといえる。これは，景観計画を策定

した都市政策部局ではなく，文化財部局が運営を担当しているこ

との影響と考えられる。一方，遺産候補案件の推薦や認定後の保

存・活用においては，今まで地域づくりに取り組んできた行政出

先機関である地区センター,および自治会・自治振興会や地域づく

り連絡協議会という住民団体が，それぞれの経験と両者間の関係

蓄積を活かした結果，手続きが複雑であっても推薦が多くなる傾

向となり,保存・活用のための助成金利用へも展開していると考え

られる。また,文化財部局が担当していることが,従来景観計画で

はあまり取り扱われてこなかった,史跡や無形の文化が認定され

ている遠野遺産の種類の傾向にも結びついていると考えられる。	 

大垣市景観遺産は，個人でも応募可能で,応募理由等の記述も容

易なために,「近代遺産」や「現代資産」など特色ある分類の地域

遺産も一定数の応募がなされ,認定されたと考えられる。反面，景

観法の枠組みの中で捉えているため，景観計画内の仕組みを利用

し,景観重要建造物・樹木や景観形成市民団体の活動対象になった

大垣市景観遺産のみが保存・活用の対象となっており,それ以外の

大垣市景観遺産に対して保存・活用の実現性は担保されていない。	 

景観法施行以前より取り組んでいた風景市民遺産（多治見市）

では，住民へのアンケートが十分に利用しきれておらず,地域遺産

制度が充分運用されているとはいいがたい。これは，条例では風

景市民遺産に触れているものの，景観計画が区域を中心として策

定されていることが関係していると思われる。	 

	 

４．まとめ	 

	 地域遺産制度は，総じて地域遺産の募集から認定まで住民の意

見を反映させようとしていた。また，認定実績において地域遺産

件数が文化財件数を上回る自治体もあることや，全ての自治体に

おいて文化財と重複している地域遺産は半数未満であることから，

独自の地域遺産が発見されているといえる。	 

	 しかし，分類の独自性や地域遺産の保存・活用に対する考えに

ついては，担当部局が文化財部局かどうかで差異がみられた。文

化財部局の担当の場合，制度で規定する地域遺産の分類は従来の

文化財保護制度に類似した分類となる。また，保存・活用計画の

提出を推薦主体に求めるなど，住民による保存・活用の実現性を

高める制度となっていた。しかし，詳細をみた遠野市においては，

遠野遺産が景観計画の中で独立して取り扱われており，保存の意

義や活用を検討する際に求められる，自治体内での個々の地域遺

産の位置づけは不明である。担当部局が文化財部局以外の場合，

地域遺産の分類には独自性がみられたものの，推薦による募集に

とどまっている。詳細をみた大垣市では,景観計画において，景観

遺産から景観重要建造物・樹木が指定される17）としており，推薦

者と保存・活用の実施主体が異なることで，当初の評価と実際の

管理に齟齬が生じる恐れがある。こうした差異は，地域遺産に対

する担当部局の考えかたの違いによるものと考えられる。また，

多治見市でみられたように，担当部局が都市政策部局であっても，

地域遺産が景観計画の中であまり扱われていない場合，地域遺産

の保存・活用計画の策定を要求されないため,保存・活用の取り組

みは実現しにくくなる恐れがある。	 

	 遠野市では，これまでの地域づくりにおける住民団体や行政と

住民団体間で蓄積されてきた経験と関係を活かして，保存・活用

を支援できる体制を構築していた。今後，地域遺産制度の運営に

おいては，新組織を構築するのではなく，これまで地域づくりや

文化や自然の保存・活用に携わってきた住民団体や関連部局の経

験を活かすことで効果的な保存・活用が期待できると考えられる。	 

また,行政内では，今回傾向がみられた文化財担当部局と都市政策

部局の特徴を活かした相互補完的な連携も求められる。	 
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